
 
 

別紙第２号様式（第６条関係）※自己説明・公表様式  

スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞に係る 

セルフチェックシート 

 

団 体 名 和島地区スポーツ協会 

 

※「対応状況」欄の自己評価 

Ａ：対応している  

Ｂ：一部対応している 

   Ｃ：対応できていない 

項  目 対応状況 

原則１ 法令等に基づき、適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 

（１）法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。  

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

 

（２）法人格を有していない団体は、団体の実態を備え、団体の規約等を遵守し

ているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

和島地区スポーツ協会会則に協会設立の趣旨・目的を明記し、構成団体の長で組織する役員会

が運営をしている。運営するにあたって役員の選出方法、役員会で決議する事項・決議方法、

会員資格等は会則に定めている。 

団体の運営状況については、和島地区スポーツ協会会則に基づき、年１回、会計年度終了後に

会計監査を実施し、決算は役員会で承認を得ている。団体の財産管理については、団体専用の

口座で管理している。 

（３）事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

各事業の実施にあたっては、長岡市スポーツ推進条例、長岡市体育館条例などの各種施設条例、

和島地区スポーツ協会会則等を遵守している。 

個人情報を取得する場合には、個人情報保護法等関係法令の遵守をしている。 

  



 
 

 

項  目 対応状況 

（４）適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備して

いるか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

会長・副会長は、和島地区スポーツ協会会則内規により、構成団体の長で組織される役員会で

選挙を行い決定している。 

原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し、公表すべきである。 

（１）組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し、公表しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

和島地区スポーツ協会の目的及び目的を達成するための実施事業を会則に明記して、運営を行

っている。事務局に備え置いているのでいつでも閲覧等可能である。 

原則３ 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 

（１）役職員等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、 

又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

和島地区スポーツ協会役員会において、コンパスリーダー研修会を受講した役員から研修内容

を報告してもらい、コンプライアンスについての情報共有を図った。 

また、長岡市スポーツ協会等が開催するコンプライアンス研修会への参加案内や「NAGAOKA  

SPORT Compass」の冊子配布をしている。 

（２）指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、   

又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 
B 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

指導者や競技者を対象としたコンプライアンス教育は実施していないが、和島地区スポーツ協

会役員へのコンプライアンス教育は実施した。 

また、長岡市スポーツ協会等が開催するコンプライアンス研修会への参加案内や「NAGAOKA  

SPORT Compass」の冊子配布をしている。 

今後は、コンパスリーダーによる加盟団体への研修会等を検討したい。 

原則４ 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 

（１）財務、経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

会計処理は事務局（和島支所地域振興・市民生活課）が実施。支出・収入があるその都度決裁

を受け、また、領収書等後日の会計監査に必要な書類を管理している。 

和島地区スポーツ協会会則に従い、会計年度終了後、毎年監事による会計監査を実施。その後、

役員会にて決算についての承認を得ている。 

  



 
 

項  目 対応状況 

（２）公的補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイド

ライン等を遵守しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

長岡市スポーツ協会からの助成金・補助金については、交付要綱を遵守し適切に処理している。 

（３）会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

和島地区スポーツ協会会則により監事を２名選任し、複数によるチェック体制を整えている。 

監事は任期制にしている。（ただし再任は妨げない。） 

原則５ 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示 

することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 

（１）法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 
A 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

和島地区スポーツ協会会則に基づき、事業計画・予算・決算・監査報告等を作成して事務局に

備え置くとともに、長岡市スポーツ協会に提出している。 

（２）組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 
C 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

情報公開への対応は可能であるが、ホームページ等いつでも見れるような積極的な情報開示は

行っていない。 

情報開示方法については今後要検討である。 

原則６ 高いレベルのガバナンスの確保が求められていると自ら判断する場合、ガバナンス 

コードの個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきで

ある。 

（１）自ら適用することが必要と考えるガバナンスコードの規定があるか。 
C 

原則●について 

（現在の取組状況、今後改善に取組む事項等） 

 

 

 


